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令和６年度第１回武蔵野市都市計画審議会議事録 
 

日  時 令和６年12月20日（金曜日）午後２時～午後４時 

場  所 武蔵野市役所 西棟５階 対策本部室 

出席委員 邊見会長、木﨑副会長、大沢委員、竹内委員、三輪委員、髙橋委員、榎本委員、東委員、 

深田委員、東山員、本多委員、山本委員、伊藤代理委員（警察署長平丸委員代理）、 

菅野委員 

欠席委員 藪原委員、警察署長平丸委員（代理あり） 

出席幹事 大塚都市整備部長、滝沢まちづくり推進課長 

説明員  髙橋都市整備部まちづくり調整担当部長、小池産業振興課長 

傍聴者  ２名 

 

質疑応答者 質疑応答 

事務局  本日はご多忙の中、令和６年度第１回武蔵野市都市計画審議会にご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 欠席のご連絡をいただいている方につきましてお伝えします。武蔵野

警察署長、平丸様になります。代理といたしまして、武蔵野警察署交通

課長代理、伊藤様にご出席いただいております。 

 開会に先立ちまして、本日の配付資料を確認させていただきたいと思

います。 

 本日の議案の資料につきましては、郵送で事前配付しております。ま

た、机上配付の資料につきましては、議案第１号、第２号に関する２種

類の投票用紙でございます。 

 また、一部の委員につきましては、委嘱状を机上に置かせていただい

ております。 

 それでは、次第の１番、委嘱についてでございます。 

 １号委員におかれましては、前年度に全ての委員の任期が満了したた

め、引き続き委員をお願いする方も含めまして、全ての委員に令和６年

度、令和７年度を任期とする新たな委嘱状を、６月頃に郵送にて交付を

させていただいております。 

 １号委員、２号委員、３号委員につきまして、年度途中に前任委員の

辞職で１名ずつ新たに委嘱となった委員がおられますので、本日委嘱状

を机上配付とさせていただいております。 

 新たに委嘱となりましたのは、１号委員は東委員、２号委員は東山委

員、３号委員は平丸委員でございます。 

 それでは、続きまして市長よりご挨拶を申し上げます。 

小美濃市長  皆さん、こんにちは。市長の小美濃でございます。 

 本日はお忙しいところ、ご出席をいただきましてありがとうございま
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す。 

 １号委員の皆様おかれましては、令和６年度、７年度の新たな任期で

の委員就任につきまして、快くお引受けをいただきましたこと、感謝申

し上げたいと存じます。引き続きの委員の皆様におかれましては、今後

ともよろしくお願い申し上げます。また、年度途中から新しく委員にな

られました皆様におかれましても、これからどうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

 さて、本市での武蔵野市都市計画マスタープランに基づき、多様な主

体による役割分担と協働の下、まちづくりを推進してまいりました。都

市計画に関する事項につきましては、この都市計画審議会で調査、審議

をいただいております。様々な質問の案件につきまして、ご議論をいた

だいているところでございます。 

 本日の審議会におきましては、生産緑地地区の変更や都市計画道路の

変更など、こうしたまちづくりにとって重要なテーマが続き、ご議論を

いただく皆様にはご負担をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願い

を申し上げます。 

 最後になりますが、今後のまちづくりにつきましても、市民関係の方

とか、様々な機会を出しながら、魅力的な町を市民の皆様とともに築い

ていきたいと考えておりますので、引き続き、委員の皆様方のご協議を

お願い申し上げたいと存じます。 

 本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局  ありがとうございます。 

 ここで、委員の皆様に簡単にご挨拶をいただきたいと思います。 

             （各委員挨拶） 

事務局  ありがとうございました。 

 なお、幹事につきましては、都市整備部長の大塚及びまちづくり推進

課長の滝沢が務めます。 

 幹事以外の説明員として、議案第１号につきましては、産業振興課長

の小池、議案第２、第３号につきましては、都市整備部まちづくり調整

担当部長の髙橋も出席しております。 

 大変申し訳ございませんが、ここで、市長は公務のため退席をさせて

いただきます。 

小美濃市長  どうぞよろしくお願いします。 

 （市長退席） 

事務局  続きまして、議事に入る前に、都市計画審議会条例第６条第２項の規

定により、会議が成立したことをご報告いたします。 

 それでは、次第の２番、会長選出でございます。 

 会長が互選されるまでの間、条例第５条第３項の規定により、「副会
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長がその職務を代理する」となっております。ここからは、副会長に進

行をお願いいたします。 

副会長  では、私、副会長が議長を代理いたします。 

 条例第５条第１項の規定に基づきまして、会長は１号委員から、委員

の互選により定めることになっております。 

 いかがいたしましょうか。 

 （「推薦」と呼ぶ者あり） 

 推薦という声がありましたので、では、ご推薦をお願いいたします。 

委員  会長に邊見委員を推薦いたします。よろしくお願いします。 

副会長  ただいま、会長には邊見委員ということでご推薦がございましたが、

ご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会長は邊見委員と決定いたしました。 

 邊見委員は会長の席に移動お願いいたします。 

 それでは、邊見委員より会長就任のご挨拶をお願いいたします。 

会長  会長に推薦いただきました邊見でございます。 

 もとより重要な職責ですので、副会長並びに委員の皆様のご協力もい

ただきながら、会の運営がしっかり進むよう努めていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

副会長  では、ここからは会長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 

会長  それでは、まず、傍聴者についてになります。 

 本日の傍聴についてですが、申込みの方が２人いらっしゃいます。傍

聴を認めてよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次第の３番、審議事項、議案第１号、武蔵野都市計画生産

緑地地区の変更（削除）武蔵野市決定、付議に移ります。 

 滝沢幹事、説明をお願いします。 

滝沢幹事  それでは、議案第１号、武蔵野都市計画生産緑地地区の変更の付議に

ついて説明いたします。 

 お手元の資料をご確認ください。 

 また、大きいスクリーンと、皆様のお近くにある画面のほうにも映し

出しておりますので、どちらか見やすいほうを見ていただければと思い

ます。 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 まず、種類は生産緑地地区、面積は約23.4ha、第２、削除のみを行う
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位置及び区域ですが、以下の３件で、理由といたしましては、公共施設

等の用地または買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機

能を失った生産緑地地区の一部を削除するものでございます。 

 裏面をご覧ください。新旧対照表です。 

 12番につきましては、約1,030㎡、こちらの全部削除。73番について

は、約1,550㎡、精査により430㎡の増を含めまして、約1,270㎡を削除

し、変更後は約710㎡となる一部削除でございます。なお、精査による

430㎡の増は、地籍調査の実施により、公簿面積より実際の面積が増え

たことによるものでございます。85番につきましては、約7,220㎡から

約670㎡を削除し、今後は約6,550㎡となる一部削除でございます。 

 生産緑地地区の面積は、82件、236,490㎡から81件、233,950㎡となり

まして、ヘクタールで申し上げますと、約23.65haから約23.4haとなっ

てございます。 

 次ページをお願いいたします。都市計画の策定の経緯の概要書でござ

います。 

 本都市計画案は、令和６年11月15日から令和６年11月29日まで、公告

縦覧及び意見の受付を行っております。期間中、市役所の窓口にて、１

名の方が縦覧されており、意見の提出はございませんでした。 

 本日ご承認をいただけましたら、来年１月31日に都市計画変更の決定

告示を行う予定でございます。 

 次ページをお願いいたします。削除を行う区域の位置図でございま

す。 

 左から順番に、73番は桜堤３丁目内の小金井公園内でございます。85

番は境南町４丁目、西武多摩川線の東側、12番は吉祥寺北町４丁目の武

蔵野中央第二幼稚園の西側でございます。 

 次ページのＡ３資料をお願いいたします。生産緑地地区計画図でござ

います。 

 12番の吉祥寺北町４丁目ですが、買取り申出に伴い全部削除になるも

のでございます。なお、買取り申出に伴う削除は、今回３件中、この１

件のみでございます。 

 次ページお願いいたします。こちら、73番でございます。 

 小金井公園の公園用地として、東京都が一部を取得するものでござい

ます。こちらは、生産緑地法第８条第４項の通知があり、生産緑地の機

能を失ったため、削除するものでございます。 

 次ページお願いします。 

 85番は、グループホームの敷地として使用するものでございます。こ

ちらも、生産緑地法第８条第４項の通知があり、生産緑地の機能を失っ

たため、削除するもので、先ほどの73番と合わせ、３件中２件がこの理
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由によるものでございます。 

 最後に、次ページ以降は参考として、それぞれの箇所における削除面

積、現況写真、経過などをお示ししております。 

 説明は以上でございます。 

会長  ただいま説明されましたが、ご意見、ご質問があればお願いいたしま

す。 

 委員、どうぞ。 

委員  解除の理由について説明がございましたが、もう少し詳しく聞きたい

ということもあって、削除の理由に関して伺いたいと思います。 

 関東は、都市農地が評価をされておりまして、それは景観の緑の保全

という点もありますし、防災機能を維持するという点もあると思うんで

すけれども、武蔵野市では都市化に伴ってすごく多いんですが、だんだ

ん農地が減っているということに対して、この都市計画審議会での議論

が毎回あったところでございます。 

 それで、今回３件削除をするということになりますね。私も、全部見

て回りました。それで、北町だけが買取り申出に伴う削除なんですけれ

ども、桜堤も行ったんですけれども、小金井公園の中に武蔵野市の土地

があるんだなというのが今回初めて分かりまして、本来は、この理由に

関してもう少し詳しく伺いたいと思います。 

 あと、境南町４丁目はグループホームができたときに、そのホームを

見学に参りましたので、そこに関して、グループホームを造るに当たっ

て、このような計画、必要だというふうには理解しています。 

 こういうふうに、生産緑地に福祉施設を造る場合には、どういうよう

な規制があるのかということを伺いたいと思います。 

 以上、桜堤と境南町に関して、今回の削除の理由、背景等に関してお

尋ねいたします。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、よろしいですか。 

滝沢幹事  私のほうから２点のご説明させていただきます。 

 まず、桜堤のほうは、昨年度も１件ございましたが、おっしゃるよう

に東京都の都立公園の中というところになっております。そこの一部を

東京都が買収されて、都立公園に変更するというものでございます。 

 生産緑地法の第８条の規定に基づきまして、行為の制限がかかってい

るんですけれども、ただし書において、公共施設等の設置等をする場合

にはその限りではないという規定がございますので、その規定に基づき

制限が解除され、生産緑地機能が失われることによる一部削除というも

のでございます。 

 境南町の方につきましては、グループホームの敷地として使用するた
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めで、こちらも先ほど申し上げたとおりですけれども、少し詳しく説明

をすると、公共施設等の定義が生産緑地法の２条に規定がございます。

その規定を読んでいくと、最終的には土地収用法になりますが、今回の

グループホームの施設も公共施設等といううちに入るというところで、

第８条第４項による通知をいただきまして、生産緑地の機能を失うこと

によって、一部削除というようなものでございます。 

 以上です。 

会長  委員、どうぞ。 

委員  ありがとうございました。 

 小金井公園の中に武蔵野市の農地があるということは、やっぱりこれ

まで、公園の中で営農を続けてきたという理解でよろしいんですよね。 

 ほかにもこのように、小金井公園ができたときに地域の土地を買収さ

れたんだと思いますけれども、営農したいというご希望の方もいらした

んだと思います。その方が営農したけれども、今回これによって、小金

井公園の用地になるという理解でよろしいのでしょうか。 

 あと、このグループホームの、私も見に行ったんですけれども、境南

町４丁目、割と近いですから、こういう形であれば、足りない福祉施設

を造るというときに、一定の働きかけというのは武蔵野市からもあるも

のなんですか。そうじゃなくて、あくまでも住民の提案でしょうか、伺

いたいんですけれども、よろしくお願いします。 

会長  事務局、よろしくお願いします。 

滝沢幹事  ２点、再質問いただきました。 

 境南のほうからお答えさせていただきます。 

 市のほうの働きかけによるものではなくて、民々によるものだろうと

いう認識でございます。 

 桜堤のほうに関しましては、委員がご指摘のとおりでございます。 

会長  委員。 

委員  削除の理由は分かりました。 

 今後のことで１点だけ伺いたいんですけれども、これまでは、農地の

施策というのがございまして、多くの市議会議員も参加をして、八幡町

の農地にやらせていただいて、大変参考になりました。 

 そこで、農業を続けていく上では、もちろん水をたくさん使うわけで

すけれども、水道水ではなくて地下水を井戸でくみ上げて使うというよ

うなものも大変多いんだなというふうに理解をいたしました。 

 今、地下水の中で、私もそうなんですけれども、市民の中にはＰＦＡ

Ｓの影響がどうなのか、汚染があるのかないのか心配している方もいら

っしゃるんですけれども、地下水というのは、生産者、農業者の方が何

かできるものでは全然ないので、もし調査したいというようなことがあ
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った場合に、営農を継続する上で、ＰＦＡＳの調査に関して、市として

何かの支援、市というよりも、これは東京都とか国とか、法律的なもの

だと思うんですけれども、今、たとえば、原因ではないかと言われてい

る基地等に関しても、国が調査をしようかみたいな、それまで踏み込ん

だ対応あるようなんですが、そういった農地の水、地下水をくみ上げた

評価等に関しては、市はどのような方針を取っているのか伺いたいです

が、いかがでしょうか。 

会長  事務局、お願いします。 

小池説明員  産業振興課長の小池と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、ＰＦＡＳ等の影響についてといったようなところでございます

が、農業用水として使用する際についての基準というのは、国から示さ

れてございませんので、農政部門としてこれらの検査を実施するといっ

たような予定は、今のところございません。基準がないので、その数値

による何かしらの対応といったようなことを考えることは、今のところ

はできないといったようなところでございます。 

 今後とも、国の動向等には注視をしてまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

会長  ありがとうございます。 

 そういう感じで、委員。 

委員  ありがとうございます。 

 何か具体的な基準がないところで、じゃ、どうするんだというのはあ

るのかというと難しい点もあるんだと思いますが、これまで以上に国や

都の調査に関しては、継続的な方向に踏み出していただければならない

と私は思っておりますので、武蔵野市の方でも農業者が調査をしたいと

いうことがあった場合には、ぜひ積極的にお計らいをいただければ、そ

ういう要望があった場合、生産者の責任ということじゃなくて、でも、

農業のためには水を使うということですから、ご配慮のほうお願いした

いと思います。 

 以上です。 

滝沢幹事  ありがとうございました。 

 今の件、先ほどからのご質問につきましては、多分直接この付議とは

あんまり関係ないご質問だと思いますので、要望としてお伺いさせてい

ただきますので、そういったことでよろしいでしょうか。 

委員  結構です。ありがとうございます。 

会長  では、そのようにお願いします。 

 そのほかご意見ありますか。 

 委員。 
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委員  ご説明ありがとうございました。 

 本件について異論はないんですが、２件意見を述べさせていただきま

す。 

 まず１点目、73番なんですけれども、こちら、生産緑地を都市公園と

して土地を買収するという、本来の都市計画の目的に適ったすばらしい

事業をやったということなんですが、その経過は、計画書と計画図では

全く読み取れないような形になっておりますので、できれば計画書の備

考欄とかに、これは都立小金井公園として事業化、買収したとかという

ふうに計画書に記載して、将来都市計画の履歴を見たときに、これはこ

ういうことかということが分かるようにしていただきたいというのが

１点目です。 

 ２点目としましては、85番なんですけれども、こちらも都市計画マス

タープランの中で農住共存地に指定されているエリアでして、今回致し

方ないと思うんですけれども、やはり生産緑地を削除するということ

で、何らかの別な、特に今回、高齢者施設になるということであれば、

たとえば、そのエリアはコミュニティー農園みたいな形でできることも

あるので、何か緩やかな農の利用を促していくようなことを考えていく

ことを考えていただきたいと思います。 

 以上２点です。 

会長  ありがとうございます。 

 確かに１点目は、本来の趣旨に沿った、バトンが公園として継がれる

ということなので、残念ながら解除になったということではなくて、本

来の役割を果たしたということで何らかの記載をしていただくという

ことで。 

 ２点目、大丈夫ですか。 

滝沢幹事  ご意見ありがとうございます。 

 まず、１点目の73番、ご指摘のとおりだと思います。昨年も同じご指

摘を受けておりまして、その趣旨も冒頭で説明をしたつもりではござい

ますが、さらにご意見でおっしゃっていることは分かりましたので、次

回以降、そのような形でお示しできるように検討したいと思います。あ

りがとうございます。 

 次のご質問についてはご指摘のとおり、農住共存の地域のところで生

産緑地が本市に幾つもあります。その中で何ができるかというのはご意

見として賜りまして、本市の施策に活かせたらなと思います。ありがと

うございました。 

会長  高齢者施設も大事ですけれども、市としての頑張りどころもありま

す。よろしくお願いします。 

 そのほかいかがでしょうか。 
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 委員。 

委員  12番は吉祥寺北町の個人様の持ち物でいらっしゃいますので、相続が

発生したということで、こうした生産緑地から解除し、そして、手続き

を経てというのは一定理解するところなんですが、実はこちら、持ち主

様のご厚意で近隣の幼児教育施設の子どもたちが農に触れ合うとか、野

菜を作るとか、こうした経験をさせていただいていた土地だったという

ことを聞いております。 

 こちら、買取り申出日から解除に至るまでの間で、そうした現状につ

いて、市のほうで情報を持っておられたうえでの致し方がない判断につ

ながったのかどうかを確認させてください。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、お願いします。 

滝沢幹事  今おっしゃっていただいたとおりのように伺っておりますが、買取り

申出に係る手続の中で、そういったものを市が意向を伺っているとかと

いうところはございません。私どもも、近隣の幼稚園の園庭というか、

先ほどおっしゃっていただいたような意向として使用されるというの

は伺っておりますけれども、買取り請求とかの手続に何かしら影響した

というところはないというふうに聞いております。 

委員  分かりました。 

会長  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、議案第１号について採決に入りたいと思います。 

 採決の方法は、武蔵野市都市計画審議会運営規則第13条第２項の規定

によりまして、挙手、起立、記名投票、無記名投票の４種として、いず

れの方法を用いるかは議長が決めると定められています。 

 これまでの慣例として、無記名投票により採決してまいりましたの

で、本日の議案につきましても、無記名投票で採決させていただければ

と思います。 

 それでは、机上に配付しておりますオレンジの投票用紙への記入をお

願いいたします。 

 それでは、投票箱の確認をお願いいたします。 

 （投票箱確認） 

会長  では、投票をお願いいたします。 

 （投票） 

会長  では、開票の立会人として、委員にお願いしたいと思います。 

 それでは、開票を命じます。 

 （開票） 

会長  それでは、開票結果を発表いたします。 
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 投票総数13票、有効投票数13票、承認13票となります。 

 議案第１号については承認をされました。 

 次の議案に移ります。 

 議案第２号、武蔵野市計画道路の変更（案）武蔵野市決定、付議につ

いて、滝沢幹事、説明をお願いします。 

滝沢幹事  それでは、議案第２号について説明させていただきます。 

 武蔵野都市計画道路の都市計画変更（案）武蔵野市決定についてご説

明いたします。 

 本件は、今年の２月の都市計画審議会において、都市計画変更原案の

時点でもご審議いただいておりますが、今回からご参加いただく委員も

いらっしゃいますので、改めて概要から説明させていただきます。 

 お手元に資料をお配りしておりますが、パワーポイントの資料を作っ

ておりますので、スクリーンもしくは画面をご覧いただければと思いま

す。 

 本件の対象路線は、赤く着色しております右側の武蔵野都市計画道路

３・４・27号線と、左側の武蔵野市道第291号線でございます。この変

更は、スライドにお示しのとおり、武蔵境駅周辺における環境の変化に

対応するもので、お手元の資料の２－１の「２ 都市計画変更の検討に

おける要点」に記載してございます。 

 その内容でございますが、１点目は、駅周辺における歩行者中心のま

ちづくりへの方針転換です。都市計画マスタープラン2021やバリアフリ

ー基本構想2022では、赤で着色した武蔵境駅周辺の商業・業務地におい

て、にぎわいが連続する歩行者中心のまちづくりの方針を新たに示して

おります。 

 ２点目は、武蔵境駅周辺の道路整備の進捗です。鉄道の高架化以降、

着色してあります３・４・27号線周辺の南北道路の整備が進んでおりま

す。３・４・27号線の計画決定当初、地域の課題であった鉄道による地

域交通の分断、南北道路の交通渋滞も現在では解消されております。 

 ３点目は、西側改札の新設による歩行者需要の増加です。平成25年、

３・４・27号線を計画した当初、予定されていなかったＪＲ武蔵境駅西

側改札、nonowa口が開設されました。商業施設も立地し、nonowa口の周

辺は多くの人でにぎわう空間に変わってございます。 

 以上の３点の理由によりまして、周辺環境の変化に対応した実態に合

う都市計画に変更いたします。 

 具体的な変更の内容ですが、赤色の３・４・27号線は歩行者中心の道

路としていくため、おおむね沿道に合わせて線形を変更するとともに、

主に自動車交通を担う幹線街路から区画街路に変更いたします。次に、

緑色の市道第291号線は、３・４・27号線の代替路として幹線街路とい



 - 11 - 

たします。こちらは、当初３・４・27号線に期待されていた南北方向の

自動車交通機能を市道第291号線が担っているといった現在の交通実態

と整合を図るものでございます。市道第291号線は新たに都市計画道路

となりますが、道路の拡幅などはありません。 

 最後に青色の３・４・２号線は、市道第291号線を都市計画道路とす

ることから、その接続位置の調整のため、一部区間を変更するものでご

ざいます。 

 こちらは変更案、お手元の資料２－２の総括図を拡大したものでござ

いますが、ご紹介いたしました都市計画道路の変更区間を図示してござ

います。 

 こちらは、お手元の資料２－３の変更案の計画図でございます。３・

４・27号線は区画街路の７・４・２号線に変更いたします。変更後は、

歩行者中心の道路に整備していく予定でございます。 

 また、説明が重複いたしますが、西側の３・５・28号線は、交通実態

と整合を図るために、市道第291号線を新たに都市計画道路として定め

るものですが、新たな用地取得や工事の予定はございません。現在の道

路の使われ方も変わらないため、交通量、沿道の土地・建物には影響ご

ざいません。 

 続きまして、こちらは３・４・２号線の変更を示した計画図ですが、

３・５・28号線との接続に伴いまして、区間の調整を行うものです。お

手元の資料では、２－３の２ページ目になってございます。 

 また、歩行者中心の道路とする７・４・２号線でございますが、おお

むね検討に合わせた線形といたしますが、観音院北東角の交差部につい

ては、交通安全上の理由から、延長３ｍの隅切り計画を残し、歩行者中

心の道路として整備するタイミングで、合わせて整備していくことを考

えております。 

 最後に、これまでの経緯及び今後の予定ですが、今年の１月から手続

を開始し、変更原案の説明会、縦覧、意見募集を行ってきました。２月

には都市計画審議会でこの原案を諮問させてもらっております。なお、

この都市計画審議会の諮問時点では、夏頃に告示を予定しておりました

が、市民への丁寧な周知を目的といたしまして、案の縦覧、意見募集に

先立ち、市報むさしの８月15日号におきまして、計画変更の内容や計画

変更後の７・４・２号線の道路整備の方向性を広報してございます。 

 こうした理由から、当初より手続のスケジュールが遅くなっておりま

すが、本日、本会に付議いたしまして、来年１月の告示を予定しており

ます。 

 なお、縦覧期間中の縦覧者は２名でございました。また、本件に関す

るご意見は、２名から３件いただいており、そちらに対する市の考えに
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つきましては、お手元の参考資料として配布をしてございます。 

 参考でございますが、市報むさしの８月15日号の３面に掲載した内容

は、スライドのとおりでございます。 

 説明は以上となります。 

会長  ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 委員、どうぞ。 

委員  ご説明いただきまして、大変ありがとうございました。 

今年になって、この道路計画のこれまでの配置と新たな決定について

議論が始まりましたので、私としては、そのことを高く評価をしている

ところでございます。これまでも、一般質問やその他議会の場で、私と

しては、これまでの３・４・27号線の拡幅計画の見直しが必要なのでは

ないかということを訴えてまいりまして、邑上市長の時代にもその点は

お話をしたのですが、かなり前ですけれども、市長の答弁としても、こ

のまま整備を進めていくことが駅周辺のまちづくりにおいて有益かど

うかについて検討することも必要だというふうに感じているというよ

うなご答弁があり、その後、事業に関しては休止期間を５年間取って、

東京都とも議論をしてこられたという、ご尽力をいただいたことに関し

ても、これまでの経過についても、市民の声を生かそうと努力をしてい

ただいたというふうに私として大変評価をしております。 

 質問としては幾つかございますけれども、まず、歩行者中心のまちづ

くりを進めていくという方向が武蔵野市でもあって、今回の道路に関し

てもこれまでの３・４・27号線をさらに歩行者の安全に配慮した道路に

するということは、大変結構なことかと思います。そのうえでなんです

けれども、市民からの意見にもありますが、歩行者中心のまちづくりを

徹底すること。なお、自転車は市民の交通手段であり、歩行者に次いで

尊重されるべきものであると考えるところがございます。歩行者の安全

の配慮の次に、もちろん暴走自転車等は論外ですけれども、自転車をこ

こで使う方もいらっしゃると思うんですけれども、そうした自転車通行

者の安全の位置づけに関して、今回の説明ではあまりお話がなかったの

ですが、その点についてご見解を伺いたいと思います。それが１つ目の

質問です。 

 今後の工事自体は、来年度のいつ頃から始まるのかも伺いたいと思い

ます。中でも、隅切りを西側寺院の角のところで行うということでござ

いますが、それに関して影響をするという方はいらっしゃらないのか、

そういうことと、以前も西側寺院とのやり取りがあるというような話は

議会の答弁でもありましたけれども、西側寺院とは、どのようなやり取

りがあるのかということに関してお伺いしたいと思います。 

 次に３つ目、武蔵野プレイスの横にありますけれども、イチョウとか



 - 13 - 

ケヤキとかの並木、樹木が本当にきれいで、それを楽しみにする方が大

変多いです。撮影をしている人もいらっしゃったし、スケッチする方も

いらっしゃいました。また、西側の寺院の中に桜がありますから、それ

とも合わせて、道路の本当にきれいな景観を大事にしてほしいと思いま

す。この樹木は極力保存しながら工事をしていくものだと思いますが、

工事に伴い木を１本でも２本でも切る可能性はないのか、もしお分かり

になっていれば伺いたいと思います。 

 次、最後の質問ですけれども、武蔵野プレイスの北側に公園がござい

ます。その公園の中、周辺部にも樹木を植えていますが、そこの公園も

樹木の保存、近くだからこそ木があることの重要性が市民の中にもある

ということを訴える方もいらっしゃいましたけれども、このプレイス北

側の公園との一体化に関して、ご見解をお伺いしたいと思います。 

 いくつか述べましたが、質問は以上です。 

会長  ありがとうございました。 

 事務局、お願いします。 

滝沢幹事  それではまず、歩行者中心の中から、参考資料「武蔵野都市計画道路

の変更（案）に関する意見と市の考え」の３番目のことについての質問

と思っております。 

 ご指摘のとおり、今回都市計画の変更の案でございますので、その中

で自転車との位置づけというのは書いておりませんが、ご意見はもっと

もだと思っておりますので、今後検討するときには、警視庁とも協議を

行いながら、歩行者・自転車・自動車の適切な空間配分を検討していき

たいと考えております。 

 ２つ目の質問の工事の時期については、未定でございます。今後進め

ていくんですが、最後のご質問のプレイス横の話と一緒にお答えしたい

と思うんですが、その北側の公園については、今使い方のワークショッ

プをやってございます。その中でも、今ご指摘いただいたような一体化

の議論もございますので、そこの整備と合わせて、イチョウやケヤキの

樹木の保存の質問とも絡みますけれども、なるべく樹木を残す方向での

検討になっていくと思っております。 

 樹木を伐採する可能性でございますけれども、基本の方針は、今申し

述べたとおり残す方向でございます。しかしながら、樹木の状況等もご

ざいますので、当然診断等をしたうえで、残せるものは残し、なるべく

樹木を保存できる計画にする方向性で進んでいるのかなと思っており

ます。 

 最後に隅切りのところでございますけれども、安全性の観点から、角

になっていますので、必要という認識なので、延長３ｍの隅切りを残し

ているんですけれども、こちらは権利者の方ともお話をして、了承を得
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ているという状況でございます。 

 以上です。 

会長  ありがとうございました。 

 委員、どうぞ。 

委員  ありがとうございました。 

 自転車の問題については、今回の都市計画に関しては書かないけれど

も、当然安全には配慮するというふうに、ご答弁で理解をさせていただ

きました。よろしくお願いをいたします。 

 工事に関しては、いつからどのようにというのは未定だということで

ございますので、それは、私も市民の皆様と一緒に注視をしていきたい

と思います。 

 武蔵野プレイス北側の公園との一体化につきましても、これは積極的

に考えていただいているというふうに理解をしておりますので、私は

昔、農水省食糧倉庫跡地と言われていたときから、やっぱり駅の近くに

ほっとできる、景観に優れた緑の多いところがあるということについ

て、近隣の方からも強い要望の声がありましたので、今度それがまた樹

木の並木道と一緒に広がっていくということもあるかなと思いますの

で、ぜひここもよろしくお願いしたいと思います。 

 樹木に関しては、確かに倒木の危険性などがあり、非常に危ない樹木

があれば伐採されるということは、私も理解をしているところでござい

ますけれども、ご近隣の方もそうですが、ここを利用される方が、ケヤ

キやイチョウの並木に関しては非常に愛着を持って、その景観を大切に

されておりますので、樹木の診断等必要だと思いますけれども、この景

観を大切にしていただきたいと思います。 

 隅切りに関しては、権利者にも話をして、了解を得ている。確かにあ

そこ角ですので、見通しを良くしていく点でその必要性は理解をいたし

ます。 

 どうもありがとうございました。質問は以上でございます。今後とも

この方向でよろしくお願いを申し上げます。 

会長  ありがとうございました。 

 ほかに、委員、どうぞ。 

委員  何点か７・４・２号線に関して、市の考えはあると思うが、歩行者中

心で、歩行者・自転車・自動車の適切な空間配分というところと、議会

でも何回か質問があったかもしれませんけれども、電動キックボードの

ような新たなモビリティについても、配分の検討に入っているのか、警

視庁等の協議の中でそのような話があるのかを伺いたいと思います。 

 本市は、電動キックボードが絡んでくるものはあまりないと伺ってい

ますけれども、今年の年末時点での電動キックボードの事故や利用者マ
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ナーなどについて、本市の状況等を、もしお分かりのものがあればちょ

っと伺いたいなと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 では、事務局、お願いします。 

滝沢幹事  ご指摘のとおりモビリティにつきましては、いろいろな形態も出て、

種類ですとか、その性能も様々ございます。基本的には軽車両、自転車

と同じような扱いで、計画は進んでいるという認識でございますので、

自転車の通行と合わせて、安全性の確保を進めていくところかなと思っ

ております。 

 以上です。 

会長  よろしいですか。 

 では、委員。 

委員  前回もこの件はご説明いただいているので、その確認になりますけれ

ども、先ほどの説明の中で、交通量とか、そういうところはそんなに影

響ないんじゃないかというお話がありました。三鷹駅北口も今、こうい

った話をしていて三鷹の交通が変わると、かなり車の量が変わるんじゃ

ないかという話が、私、今日、午前中も八丁通りにいたんですけど、ま

た逆走している車がいまして、本当に大丈夫なのかという一応確認をし

たいというところが１点と、自転車のことはやっぱり心配していまし

て、先ほどの電動キックボードなどもそうなんですけれども、先ほどの

お話の中では、今後のスケジュールというところがあまり具体的に見え

てこなかったので、歩行者中心にと言っていったときの、やはり自転車

の対策というところが、やはり急務かなと思っているので、もう少しス

ケジュール感というところでは、なるべく隅切りのところとかを早めに

やっていかないといけないなという印象を持っていますけれども、その

あたりももう少し詳細が分かるといいなと思っております。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、お願いします。 

滝沢幹事  大きく２点、ご質問いただいたかなと思っております。 

 １点目の交通量につきましては、平成30年に武蔵境駅周辺の交通量調

査を行っています。境調布線だとか天文台通り、武蔵境通り、調布田無

線とあるんですけれども、こちらの交通量と、道路構造令によるこの道

路種別というのがあるんですけれども、４種、１級とか２級とか３級と

かですね。そういったところに設計基準の交通量を比較すると、１万

9,000台の余裕がまだあるとの認識でございますので、基本的に今のま

ま新しく指定される市道も、そういった交通量を担ってございますの

で、よっぽど何か変革が起こらない限りは、交通量としては充足してい

るかなというところでございます。 
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 ２点目の歩行者中心の整備の話なんですが、まだ計画の変更は終わっ

てございませんので、そこも含めて今後はやっていかないといけないと

思っていますので、スケジュールにつきましてはここでは割愛させてい

ただきたいんですけれども、ご指摘の歩行者中心と自転車の関係という

ところは、これはここに限らず、三鷹の北口駅前ですとか、そういった

ところも同じだという認識でございます。 

 基本はマナーに頼るようなところもございますが、ほかの自治体の取

組を見ていきますと、例えば、押し歩きをどういうふうに進めるのかと

か、案内の仕方等々ございます。そういった、あと仕掛けですよね。自

転車が入りにくいような仕掛けだとかというのもございますが、一方で

自転車というのは歩行者の次にというところもございますので、正しい

自転車通行帯が取れるんであればそれはいいと思うんですけれども、そ

うでない場合ですよね。そういったところは、押し歩きを促すようなと

ころで計画が進むのかなという認識でございます。 

 以上です。 

会長  ありがとうございます。 

 ほかありますか。 

 はい、委員、お願いします。 

委員  ご報告ありがとうございました。 

 観音院様のところの計画線については、墓地等をお持ちの地域の皆様

からは大変ご心配の声を外部からいただいておったわけでございます

ので、このように計画が修正、変更されたということは、地域の皆様の

安心につながったかと思います。隅切りにもご協力をいただけるという

ことで、それはよかったと思うんですが、一方で、この計画線が歩道側

のほうに、東側に大きくずれたというと変な話ですけれども、計画線を

なるべく真っ直ぐに引くために、観音院様のほうに影響のないように、

歩道側をこういう形で計画線を入れることになるわけですけれども、歩

行者中心のということになりますと、ここに今あります、歩道ですよね、

これがどのように再現されるのかということが１点。 

 何でこれを申すかといいますと、車が通り抜けるわけではありません

し、目的を持った車しか入ってこなくなりますので、それほど車の量が

多い、需要量が多い道路にはならないんですが、何といってもＪＲの高

架下のところに物販の搬入のバックヤードがあるんですね。ここにかな

り大型の車両が一定時間に入ってくることから、どのようにこの道の、

当然この南から、プレイスの脇からその車両は入ってくるわけですか

ら、どのように歩行者中心のというところの、そして大型車両とのすみ

分けがなっていて、その辺について市はどのように考えているのかお聞

かせいただければと思います。 
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会長  ありがとうございます。 

 では、事務局、お願いします。 

滝沢幹事  ご指摘のところは、今、市としても把握をしている部分でございます

ので、今後、その道路断面を検討していく際には、当然そこの部分を考

慮して、計画としては出されると思っております。 

 前回の会でもご指摘があったかなと思うんですが、歩行者中心のとき

に、その車道も真っすぐ通すのかとか、カーブにするのかとかというご

意見もいただいておりますので、いろいろなやり方があると思いますの

で、その辺は、隣のプレイスの北側の公園との一体化ですとか、そうい

ったところの検討状況等と合わせて、道路断面の形態を考えていくとい

う、今後の予定としてはそうなってございます。 

 以上です。 

会長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、議案第２号について採決に入りたいと思います。 

 それでは、机上に配付しております緑色の投票用紙への記入をお願い

いたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、投票箱の確認をお願いします。 

 （投票箱確認） 

会長  それでは、投票をお願いします。 

 （投票） 

会長  開票の立会人として、委員にお願いをしたいと思います。 

 それでは、開票をお願いします。 

 （開票） 

会長  それでは、開票結果を発表いたします。 

 投票総数13票、有効投票数13票、承認13票。 

 よって、議案第２号については承認されました。 

 次の議案に移ります。 

 議案第３号、武蔵野都市計画道路の変更（案）東京都決定、諮問につ

いて、滝沢幹事から説明をお願いします。 

滝沢幹事  それでは、議案第３号、武蔵野都市計画道路の変更（案）の東京都決

定についてご説明いたします。こちら、以下、諮問でございます。 

 本件は、東京都が計画変更を行うものですが、都市計画法第18条第１

項の規定に基づき、都知事から市長に対して意見照会がありましたの

で、内容をご説明した後に、東京都への回答案についてご意見いただき

たいというふうに考えております。 
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 今回、東京都によって計画変更が予定されている箇所は、赤色で着色

した３・４・３号線、井ノ頭通りですね、こちらの三鷹通りから新武蔵

境通り付近までの区間でございます。都道であるため、東京都が行う都

市計画の変更となっております。 

 ３・４・３号線が変更予定となった経緯でございますが、画面にお示

ししている「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に

おいて、変更予定路線として選定されたことがきっかけでございます。

この基本方針についてですが、第四次事業化計画という令和７年度まで

の都内の都市計画道路の整備方針をまとめた計画において、事業予定が

示されていない左のフロー図、青枠の優先整備路線として位置づけのな

い約500kmの路線を対象として、さらなる見直しを行った計画となりま

す。 

 この計画で検証項目として設定されたものは、下段にございます①か

ら④までございますが、本市においては、①の概成道路における拡幅整

備の有効性の検証で、３・４・３号線の一部が変更予定箇所として該当

しております。この「概成道路における拡幅整備の有効性の検証」の概

要でございますが、「概成道路」と呼ばれる、事業は未完了ながらも現

道幅員が８ｍ以上ある都市計画道路を対象といたしまして、道路構造条

例等を踏まえて設定した評価幅員を満たしているかを検証したものに

なります。 

 図は、２車線道路の評価幅員を示したものですが、２車線の概成道路

の幅員が評価幅員の15ｍ以上ある場合には、計画変更（現道合わせ）と

する考えでございます。この検証方法で該当したのは、三鷹通りから新

武蔵境通り付近までの区間でございます。この区間は、現道の幅員が16

ｍ以上あり、評価幅員の15ｍを上回っていたことから、拡幅整備の有効

性が低いと判断されて、現道合わせの計画変更区間として選定されてお

ります。 

 具体的な変更内容でございますが、こちら、お手元の計画図４にあり

ますが、計画幅員が現在の20ｍから現道に合わせて16ｍに変更されま

す。この変更に伴い、この区間は事業完了、今後の拡幅工事はなしとい

うことになります。 

 ただし、赤丸の部分の範囲ですね、３・５・19号線（三鷹通り）との

交差部については、交通安全上の理由から、道路構造条例等の基準を満

たす隅切り計画が存続となります。 

 また、今回の現道合わせの変更と合わせまして、３・４・３号線の全

線を対象として、車線数が決定されます。３・４・３号線が計画決定さ

れた昭和37年時点では車線数の決定は不要でございましたが、平成10

年、平成23年と車線数の考え方が改められまして、この車線数の決定が
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努力義務化されました。こうした事情を踏まえ、車線数が指定されてい

ない３・４・３号線においても、今回の計画変更に合わせて車線数が決

定されることになります。スライドのとおり、こちらお手元の資料の計

画図の１から５をこれからお見せしますが、現道の車線数どおり２車線

という記載が追加されています。こちらですね、１、２、３、４、５と、

お手元の資料に書いております。 

 現道合わせの変更、それから車線数を決定についてご説明してきまし

たが、こちらの図は、それらの変更、決定内容が一元的にまとめられた

図となります。武蔵野市としては、これらの変更について、意見なしと

いう回答を予定しておりますが、この後、皆様からのご意見を伺いたい

と思います。 

 最後に、これまでの経過と今後の予定についてでございますが、都は

令和６年８月にかたらいの道市民スペースにおいて、オープンハウス形

式の説明会を実施してございます。12月13日には、都から市への意見照

会を受けまして、本日、本会で諮問させていただいております。その後

の予定はスライドのとおりですが、都から詳細なスケジュールは示され

ておりません。公告縦覧などの日程が決まりましたら、市報等でお知ら

せする予定としております。 

 説明は以上となります。 

会長  ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問があればお願いいたし

ます。 

 よろしいですか。 

 委員。 

委員  ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、今回は、西久保

一丁目から西久保二丁目までの延長約710ｍの決定ということではな

く、井ノ頭通り全体で東京都が武蔵野都計審に諮問してきているという

理解でよろしいですか。 

会長  お願いします。 

滝沢幹事  ご指摘のとおりでございまして、その区間の部分は、現道に合わせて

幅員20ｍの都市計画を16ｍに変更するものと、後段でご説明させていた

だきました、車線数が決定されておりませんでしたので、改めて全線で

２車線が決定されますので、実態は変わるものではございませんが、そ

この位置づけがなかったというところですので、一部分でありますが、

延長約710ｍの区間の幅員を20ｍから16ｍに変更することに伴って、全

線を２車線で改めて決定するという内容でございます。 

会長  委員、どうぞ。 

委員  そうしますと、吉祥寺の南口の井ノ頭通りのボトルネックの問題とい

うのは、このことによってどのようになる、本市として理解するという
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ところになるのか。 

会長  事務局、どうぞ。 

滝沢幹事  今回は、全線のところではあるんですけれども、幅員を20ｍから16

ｍに変更する区間と全線の車線数の決定でございますので、今ご指摘い

ただいた部分というのは、今回は変更の対象ではないと、こういう認識

でおります。 

会長  はい、どうぞ。 

委員  変更の対象ではないエリアがあるという前提で、これを私どもに諮問

しているということですか。 

滝沢幹事  すみません、説明が分かりにくくて申し訳ありませんが、今回変更す

るのは、あくまでも幅員を変更する部分は、延長約710ｍの部分のみ。

もう一つは、全線において車線数を２車線に決定したということでござ

いますので、それ以外をもし変更するのであれば、それは改めての議論

ですし、もし東京都とやり取りするのであれば、それは改めてのご要望

になるという認識でございます。 

会長  委員、どうぞ。 

委員  すみません、何度も重ねて質問しているのは、これは東京都が指定す

る災害時の緊急輸送道路だからなんですね。特に吉祥寺の南口は、ワン

レーンをバスが全部停車、乗車で塞いでいる状況があることは、防災、

災害の観点からも不可避ということと、それから南口のまちづくりにつ

いても、大きな課題となっておるわけなので、この道路のありようとい

うことを、東京都がどのように認識して指定してくるのかということ

は、武蔵野のまちづくりに大きな影響があることから、ちょっとしつこ

く質問をしています。 

 そうしますと、この吉祥寺の南口の、ちょうど東急ＲＥＩホテルの辺

りぐらいから御殿山の交差点にかけてまでは道路幅員が何ｍで、現在車

線がどのようになっているのかを確認からお願いできますか。 

会長  事務局、どうぞ。 

滝沢幹事  今ご指摘いただいた部分は、皆様のお手元の資料の計画図かと思いま

す。 

 こちら記載のとおり、そこの部分の３・４・３号線は、14.5ｍの幅員

になりますので、今２車線となっていますけれども、正確には２車線と

バスの停車場というところでございますので、今の都市計画の決定上は

記載のとおりというところでございます。 

会長  委員。 

委員  いずれにしても、やはりこの区間に関しては、細い、狭い、幅員が16

ｍないという部分であるということは、現状変わらないと。 

 今、２車線ですとおっしゃいましたけれども、バスが止まっていると
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ころを１車線というカウントを多分これまでしてきたはずなんですね。

要は、下り２車線の上り１車線というふうな道路幅員になっているかと

思うんですけれども、その認識は間違っていますか。 

会長  事務局、どうぞ。 

滝沢幹事  今、ちょっとスクリーンに出させていただきましたが、２車線という

のはこの形状でございます。ですので、現状は、これプラス１車線の車

線状になっているところにバスが走っています。 

 ただ、しかしながら、これ幅員14.5ｍの部分は、これで都市計画決定

がなされております。例えば、仮に幅員20ｍの広い路線で決定されてい

た場合は、先ほどの見直し基準に合致しませんので、ここの部分は存続

するというところなんですが、ご説明差し上げたこの延長約710ｍの幅

員を変更する区間につきましては、現道が幅員16ｍで交通上も支障がな

いというところですので、その現道に合わせて幅員20ｍを16ｍに都市計

画変更すると。加えて、全線で指定したのは、２車線という車線数の決

定がされていなかったので改めて決定すると、こういう状況でございま

す。 

会長  いかがですか。 

 私の記憶によりますと、十数年前に都市計画道路の車線数を合わせ

て、幅員や構造等だけではなくて、それに合わせて車線数を決めるとい

う制度が導入されたんです。十数年前だったと思うんですけれども。一

斉に車線数を決定するという手もあったんですけれども、それよりも、

路線ごとに何らかの計画変更があるときに、合わせて車線数が決まって

いない場合については決めていくのが合理的ではないのかということ

で、整理をされてきたんだと思うんですね。 

 今回、一部区間の幅員を現況合わせで見直す東京都の方針に従って、

実態的に現況合わせできる区間でしたので、幅員を縮小する区間があっ

たので、合わせて、かねてから車線数を決めてないところは決めようね

というところがあったので、今回セットに車線数を決める提案があった

んですね。したがって、各箇所の個別の考えがあるとしたら、それはま

た改めて、しっかりと吟味をして計画変更の提案をするということでよ

ろしいんだと思うんです。 

 今回は、一部幅員の縮小と車線決定ということのセットでたまたま行

っているのかなと思います。ですから、例えば、おっしゃるような吉祥

寺の南側のところで何らかの変更があるものでは今回はないんだと思

うんですけれども、委員、どうですか。 

委員  会長のおっしゃるとおりだと思います。ほかの都市計画審議会等で

も、これまでに幅員しか決まっていなくて、そこが片側４車線なのか全

線４車線なのか明記がないこともあったので、スライドにもあるよう
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に、平成10年の車線数の追加してくださいとか、平成23年に車線数決定

が努力義務になって、一方で、一部の幅員とかを見直すときに、全線の

車線数も見直すというものになって、委員のおっしゃるとおり、それぞ

れの個別の都市計画道路で課題があるところについては、また別途とい

うことで、ちょっと言葉は悪いんですが、車線数については事務的に追

加をする。見かけ上、全線の変更に見えてしまうんですが、実際のとこ

ろは何も変更ではなくて、車線数という項目がなかったものを義務的に

入れるだけというもの。都市計画上、変更手続きをしなくてはいけない

と決まっているので、それを多分やっているのではないかと思います。 

 会長のおっしゃるとおりだと思います。 

会長  委員、ありがとうございました。 

 どうでしょうか。 

委員  安心しました。 

会長  ありがとうございました。 

 委員、どうぞ。 

委員  すみません。私たち、何かに影響するんじゃないかとか、縛られるん

じゃないかとか、そういう意図で確認したいという思いがすごく強いの

で、なので、あそこが２車線なのかという、多分それを疑問に思ってい

て、本当に大丈夫なのかなと思っているので、それが、特にその２車線

ということを今回、明記されることによって、今後も我々が今議論して

いるパークエリアのところに影響がないかを確認したい。 

 もう一個は、先ほどお話の中にあった延長約710ｍｍのことなんです

が、交差部における隅切り計画は安全上の理由で存続されるという説明

があったと思っているんですけれども、こちらについては、今回意見な

しと回答をすることによってどのような影響があると捉えたらよろし

いのかということを、もう少し聞きたいと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、どうぞ。 

滝沢幹事  まず、１つ目のパークエリアの件でございます、影響があるのかない

のか。 

 すみません、私のちょっと説明が悪くて申し訳ありませんが、パーク

エリアについての影響はないと認識しております。むしろ、先ほど来、

会長、委員もおっしゃっていただいたとおり、今後そこに課題があり、

変えていかなきゃいけないことは、また個別にそこの部分について議論

するものと思っております。 

 ２点目の交差部のところでございますが、ここは、やはり道路構造条

例だとか、そういったものに合わせましても、必要な隅切りということ

で残っておりますので、今回の現道合わせの区間では、都市計画道路か
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ら外れることによって、影響なくなる方が恐らく多い部分でございま

す。隅切り部の方は、ちょっと残念ながら引き続き影響があるというこ

となので、東京都の説明会の範囲も、幅員変更区間にいらっしゃる方に

は投函をして説明会の案内等やっていますが隅切りのところに該当す

る方は、地権者様を調べて対応をしており、今のところ、そういったと

ころについてのご意見は聞いておりません。 

会長  ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

 委員、どうぞ。 

委員  １つ質問ですが、今回、幅員が20ｍから16ｍになるということで、恐

らく計画図で決定しているかと思うんですけれども、今のお話だと、や

っぱり両側２ｍ、民有地の方が、権利が緩和されるというか、今まで強

い都市計画制限がかかっていたところが、商業地だとぎりぎりまで建て

られるとか、そういうことになるという理解でよろしいですか。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、どうぞ。 

滝沢幹事  委員ご指摘のとおりでございます。 

委員  東京都の計画とおりで意見なしでもいいと思うんですが、その後、恐

らく建て替えが生じるとか、今まで規制がかかっていた部分をどうして

いくかについては、ある程度武蔵野市で都市計画マスタープランなどに

基づいた方向性みたいなものがあったほうがいいのかなと思ったんで

すが、いかがですか。 

会長  ありがとうございます。 

 どうぞ、お願いします。 

滝沢幹事  ご指摘ありがとうございます。 

 本当におっしゃるとおり、今、計画線がかかっている方は、まだ都市

計画法上の許可を取りまして、その許可の範囲内で建築する方々もいら

っしゃいます。今後、例えば建て替えがあった際には、都市計画道路か

ら除かれますので、都市計画の制限がなく建築できますので、そこはご

指摘のとおりかと思います。 

 また、そこの方針については、２ｍずつ縮小されますが、そこの範囲

が、例えば、空地で利用されていないということはあまりないという認

識でございますので、実態上は影響がないのかなと、要するに都市マス

に記載するような影響がある変更ではないのかなと思っております。 

会長  どうでしょうか、よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 委員、どうぞ。 

委員  東京都決定の案件ということで、令和７年４月15日まで武蔵野市の意
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見を回答するということで、都知事から照会がきていますけれども、先

ほどの話だと、意見書は意見なしということで回答するとおっしゃって

いましたが、今日いろんな意見もあったわけでございますし、道路構造

令などで変更されるところがあり、路線全体では車線数を２車線に決定

されるわけなんですけれども、今回のこの都市計画審議会の議論を踏ま

えて、どのような回答をするのかというのは、どのような形で決定する

のか。 

 例えば、こういうふうに回答しますということを、方向性として提案

するということはないのか伺いたいと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 説明いいですか。 

滝沢幹事  市としては、この諮問に対して意見なしと回答しようと思っていま

す。しかしながら、今こういう意見が出たので、それは意見をまとめた

ほうが良いのではないかというご指摘かなと思っておりますが、今回の

都市計画の手続上は、諮問されていることに対しての意見を述べるにと

どまらざるを得ないかなと思いますので、当然課題、他の委員がご指摘

のところはとても重要なところですが、今回の変更の部分は、あくまで

も延長約710ｍの区間と、車線数の話ですので、そこへの意見というの

はまた違うのかなと思っております。 

 今後のパークエリアの議論の結果として、都市計画変更する必要があ

るという結論になったときには、また改めて、要望等をすべきなのかな

と思っています。 

会長  委員、どうぞ。 

委員  ありがとうございます。要するに、諮問をされている事柄ということ

が設定されているので、この事柄に附属をしていても、このことでなけ

れば、反対意見が出たとかいうことではないので、表現としては意見な

しということになる、こういうことなんですか。以前、石神井川の治水

対策の問題で、東京都の都市計画審議会で決定する案件だったけれど

も、武蔵野市の意見として、こういう意見があるというのを東京都にお

返ししたという例もあったので、今回はそういうこことではなくて、諮

問された事柄そのものには影響を受ける程のものはないから、意見なし

と回答すると、そういう理解でよろしいでしょうか。 

会長  東京都決定の案件について意見を求められているという、今回のケー

スですよね。確かにおっしゃるように、新たな都市計画で、こういう風

に造ってね、みたいなことを意見に添えることはあろうかと思います。 

 今回の場合は一部区間を現道に合わせる変更なので、変更に合わせて

こう造ってねというよりも、現在の都市計画に合わせる形ですので、そ

こに何か物を言うという主旨の意見、そういう意見は出ていなかった。 
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 例えば、幅員の狭め方をこうしてねという、そういった今回の都市計

画の根幹に関わるご意見であれば、意見を添えることもあると思うんで

すけれども、いただいた意見それぞれありましたけれども、そういった

意見ではなかったので、市長意見も特になしということになるのかなと

思いますけれども。 

 何か事務局ありますか。 

滝沢幹事  ありがとうございます。そういう認識でございます。 

 例えば、幅員を16ｍに狭めないで20ｍのままにしてほしいという意見

などがあれば、当然意見することになるのかなと思いますが、今回はそ

うではないのかなと思っているというところです。 

会長  委員、いかがでしたか。 

委員  分かりました。どうもありがとうございました。 

会長  ありがとうございます。 

 委員。 

副会長  すみません、確認ですが、この延長約710ｍの幅員が変更された場合、

周りにある用途地域の種別については変更しないという考え方でいい

のかどうか。これ、もし用途地域を変更するとなるとかなり影響がある、

そのあたりのところを聞かせてください。 

会長  ありがとうございます。 

 それでは、事務局お願いします。 

滝沢幹事  今ご指摘いただいたところ、用途地域の変更は、市に委ねられている

ものでございます。 

 今回は、こちらの幅員が狭まることによって、これに合わせて用途地

域も変えてしまいますと、沿道部分の外側が狭まってしまうと、既存不

適格の建物が出てきてしまいますので、今回この現道を狭める都市計画

変更に伴って、用途地域を変更するということはしないということで、

市としては考えてございます。 

副会長  はい、ありがとうございました。 

 以上です。 

会長  そのほかいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、議案第３号、武蔵野都市計画道路の変更（案）東京都決定

の諮問については、様々なご意見いただきましたけれども、事務局提案

のように市長意見としてはなしとさせていただくことでよろしいでし

ょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。では、そのように扱わせていただきます。 

 続きまして、次第の４番、報告に移ります。武蔵野市用途地域等に関
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する指定方針及び指定基準の改定、これについて滝沢幹事の説明をお願

いいたします。 

滝沢幹事  それでは、武蔵野市用途地域等決定に関する指定方針、指定基準の改

定について説明させていただきます。 

 お手元の資料、もしくはスライド画面、資料４－１をご覧ください。 

 用途地域、この改定でございますが、昨年度、今年の２月になります

が、都市計画審議会において、委員の皆様からのご意見等を踏まえ、資

料を４－１のとおり変更を行いましたので、ご説明させていただきま

す。 

 １の（１）でございます。市内で未指定の準住居、工業地域、工業専

用地域の３種の用途地域の取扱いに関する記述の追加でございます。こ

ちら、先ほど来お話しさせていただきます審議会において、現在市内に

おいて未指定の３地域、これについての記載について意見がございまし

たので、こちらについて、１の（１）にございます（11）のとおり追記

してございます。これら３種の用途地域は、現在市内で指定の機運はな

く、武蔵野市としても積極的に指定する方針はありませんので、本市の

まちづくりや土地利用の方針に鑑み、現時点では指定可能性が低いた

め、当基準へは記載しないということにしてございます。 

 また、各地域の指定すべき区域につきましては、参考として載せてご

ざいますけれども、東京都の用途地域等に関する指定方針及び指定基準

から抜粋しております。参考として記載しましたので、ご説明させてい

ただきますが、準住居地域は、住宅地を貫通する幹線道路等の沿道のう

ち、自動車関連施設等が立地している区域、または計画的に立地を図る

区域で、住環境を保護する区域とされております。 

 適用する場合の例といたしましては、幹線道路沿いに立地する整備工

場を併設した自動車関連施設等が挙げられますが、当市の幹線道路沿い

においては、同様の施設設置が可能な近隣商業地域等が既に指定されて

おり、準住居地域とする必要がある地域はございません。 

 また、工業地域及び工業専用地域においても、同様に工業の利便を増

進するため、というような地域はございませんので、それらの理由によ

る上記のような表現で追記いたしました。 

 続いて、（２）の高度利用地区に関する記述について、でございます。

昨年度の都市計画審議会で示した案では、東京都の基準が特に都心部に

おいて容積緩和の傾向にあり、その方向が本市のまちづくりに適するの

か否かの詳細な検討が必要と考え、東京都の基準よりも抑えて指定する

こともあり得るという意味で、「原則として」という文言を追記いたし

ましたが、その際に様々なご意見をいただき、読み方によっては、東京

都の指定基準よりも緩くするとも読めるため、元のニュートラルな表現
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に戻すことといたしました。 

 さらに文字を加えて、東京都の基準よりも抑えることを説明する文章

にするということも検討いたしましたが、こちら、資料４－２の５ペー

ジの指定方針において、「より厳しい基準等が必要と判断された場合に

は、東京都の基準を準用しつつ、武蔵野市の指定基準の策定を検討する」

と、このように記載してございますので、個別の事案については、その

中でしっかりと議論させていただくことになるかなというふうに考え

ております。 

 続いて、（３）でございます。こちら、語尾の表現でございます。本

市の長期計画の表現を参考といたしまして、文書の語尾については、婉

曲的とせず、可能な限り確定的な表現に修正してございます。例といた

しましては、「行うものとする」というのを「行う」というふうにしま

して、また、「定めることとする」というような文言も、「定める」とい

うようなことで変更してございます。 

 最後に主な経過及び今後の予定でございますが、本日都市計画審議会

のご報告後、令和７年２月に改定を予定してございます。 

 報告は以上でございます。 

会長  ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問等があればお願いしま

す。 

 よろしいですか。 

 委員、どうぞ。 

委員  １点確認をしたいんですけれども、１年前に市長選挙があって市長が

交替をして、今ちょうど第六期長期計画の調整計画と市長が選挙で公約

したことの整合を取るということで、去年にわたって第二次の調整計画

が検討されていたり、１月に答申があるという感じですけれども、その

中には、吉祥寺地域ですね、イーストエリアやパークエリアのまちづく

りについて、再整備について考え始めるというような文言もあって、そ

れが武蔵野市域における用途地域では、あるいは高さ制限だとかに関し

ての影響が及ぶ可能性も出てくると思うんです、内容によっては。その

辺と今の武蔵野市用途地域等に関する指定方針及び指定基準の改定は

話が出てこないんでしょうか、確認したいと思います。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、お願いします。 

滝沢幹事  今回この指定方針、指定基準の中には、特に私がご説明したところに

つきまして、高度利用地区のところに限定されています。おっしゃるよ

うに、今後の議論の行方次第によりましては、そういったところの用途

地域でありますとか、そういったところに影響がある可能性はございま

すけれども、現段階では特にその方針も定まってございません。 
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 これは、高度利用地区を指定する場合の指定基準でございますので、

そこの部分というのは、ちょっと私の説明が途中で止まっちゃって申し

訳ないんですけれども、今回はあくまでも指定方針だとか指定基準のと

ころでございます。多分今ご質問があったのは、今後この指定方針、指

定基準を基に、そこの部分の用途地域を変えたりするかどうかというと

ころでございますので、特に今回の記述、ご報告とさせていただいてお

りますけれども、そこの部分が直接今ご質問のところに影響するかとい

えば、そうではないと考えております。 

 ですので、議論の行方によって何かするときには、当然この基準に従

いまして、今後都市計画の検討が進められるものというふうに思ってお

ります。 

 また、もし本当にその方針が、今の指定基準、指定方針に合わない場

合には、この方針自体を直すということも可能性としてはございます

が、それは当然報告事項ではございませんので、もしそれを変えるとい

う際には、改めて皆様にお諮りするという、そういう事項かなというふ

うに思っております。 

会長  ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 委員。 

委員  ご答弁いただきましてありがとうございます。 

 実際、ちょっとその辺を聞いたのは、資料４－１ですけれども、３の

高度地区のところで、高度利用地区は「原則として」というのは、すで

に消されていて、ちょっとここが緩和されたのかなと、原則ではなくて、

もちろんこれ、東京都の基準に対してこうするんだということでござい

ますから、東京都高度利用地区指定基準に準拠して指定するということ

ではあるんですけれども、今の第二次調整計画の中で、高度地区に関し

ての読み方によっては、これまでの高さ制限を緩和する、もしくは、撤

廃まではないんでしょうけれども、考えられることがあるのかなという

ことと、「原則として」というのを消しちゃったのは関係があるのかな

と思ったんですが、そうではないということでいいですかね。 

 もう一つは、要するに、もしも武蔵野市がこれに関することが出てき

た場合には、そのときには、都市計画審議会を開いて、こういうふうに

変えたという提案があるという理解でよろしいですか。 

会長  事務局、よろしいですか。 

滝沢幹事  ありがとうございます。 

 まず、今回のものというのは、六長・二次調で議論されていることと

関係がないとまで言いませんが、直接これが何か影響するということは

ございません。これは、あくまでも本市において高度利用地区を指定す

る場合には、この基準に従って高度利用地区をかけましょうというルー
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ルですよね。先ほど申し上げていたように、都の指定基準の指定方針と

いうのがございます。これは、先ほど申し上げた５ページに書いてある

んですけれども、本当にそういった厳しい基準が判断とされた場合に

は、武蔵野市版の指定基準の作成を検討すると、ここまで書いてありま

すので、そういったことが必要な場合には、また別途そういったことが

必要だというところの認識でございます。 

 ２つ目のご質問の回答にもつながっているかなと思うんですが、今後

高度利用地区が本当に必要なのかどうかというところの話と、今回はあ

くまでをそれをする場合には、東京都の基準に準拠して指定するという

ことですので、そこの議論とは違うかなと思います。なので、最後、も

しそういった変更する場合には、当然都市計画審議会にお伺いするもの

というふうに認識しておりますので、それは、市のほうが勝手にできる

ものじゃないというふうに考えております。 

会長  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 委員。 

委員  ご答弁ありがとうございます。 

 私としては、前、武蔵野市が決めている高さ制限もこれまでの経緯が

あって、都市計画審議会でも議論があって、私も審議をしたところです、

まちづくり条例のところはね。 

 なので、東京都全体の基本方針としては、例えば、都心部なんかは容

積率を緩和したり、緑を大事にとか、私から見れば思えない内容がいろ

いろありまして、何が何でも東京都のとおりやらなきゃいけないという

ふうに思っていないところもございます。 

 ただ、今回のこの件に関して、こういう議論に関してどういうことに

なるのかが、それは感心があることで、場合によっては緩和する傾向に

なるとすれば、それは変更ということになるわけだから、もう一回都市

計画審議会で審議をするというふうに私は理解いたしましたので、ぜひ

それをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

会長  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 委員。 

委員  このたびは、未指定の用途地域の取扱いのところと、それから高度利

用地区に関する記述のところ、ここのみ修正をするということでいただ

いておりますので、これに関してはこれでよろしいと思うんですけれど

も、ちょっと関連して、せっかく用途地域の問題が出てきましたので、

情報共有だけさせていただければと思います。 
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 こちらの目次のところに、地区計画の原則化ということで、６ページ

のところに記してあります。地区計画の原則から用途地域の変更に当た

って、都市機能の方針と住環境の保全ということを大原則として、その

エリアの地区計画を立てるわけで、それは都計審もあったりしたんだけ

れども、実は平成19年に東町３丁目の学校跡地、学校用地に地区計画を

かけたわけです。それは、その１つ北側に隣接するする私立の中学、高

校の生徒の移転に伴いマンション開発が起こり、大紛争が起こった影響

で、それにつながる南側の大学さんの用地に地区計画をかけました。そ

れで、住民としては高さ紛争になりましたので、余計安心をしたんです

が、実はこのたび、大手のゼネさんからマンション建設の具体の工事が

始まってしまったんですね。 

 その結果、地区計画の枠の中なんですけれども、近隣の１種住専とし

て住んでいる既存の住民の生活環境に著しく不利益を与える設計にな

ってしまっており、そのことから２本の陳情を建設委員会にいただいて

いる状況になっています。 

 それは、一般的に、客観的な感情を移入しなくても、私は実は吉祥寺

の人間なものですから、一般的に見て、確かにこの建設により、これま

で良好にお住まいだった方々の生活環境は著しく、悪化という言葉が適

切かどうか分かりませんが、脅かされる状況になっているのが事実だな

と、そういう、いまいま起こっている現状を踏まえて、一体この地区計

画の原則化というところを、今後武蔵野市としてはどういうふうに考え

ていくのかということの問題提起を今回されていると思うんですね、住

民の皆さんから。そこに専門家も入っていることから、かなりハードな

陳情になっております。 

 ですので、今後このあたりのことについては、地区計画の原則化につ

いては、ほかにも該当する可能性があるエリアがあるのか、これは高さ

の問題というか、近くに中学校があったものですから、あまり低い高さ

にすると、既存不適格になるという判断が当時あったようなんですね、

学校自体に。そうしますと、学校周辺にそうした問題が起こる、発生す

る可能性があるとか、一応検証しておいたほうがよいということと、実

際今回、本当に困っていらっしゃる方がかなりいらっしゃるので、この

場をお借りしまして、情報共有をさせていただきました。 

 すみません。 

会長  ありがとうございます。 

 事務局、お願いいたします。 

滝沢幹事  ご意見ありがとうございます。 

 こちらに書いてある、ちなみに地区計画の原則化は、用途地域を、ど

ちからというと、アップさせる変更のときには、地区計画に定めて守る
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べきところに規制をかけるという記述で、なお書きのほうは、逆に容積

率とかそういうのをダウンするときは定めないことができるというこ

となので、ちょっとこれは別といたしまして、しかしながら、今おっし

ゃるようなことが実情でございます。 

 こちらにつきましては、本市の副市長も言っていますとおり、この地

区計画というのは、まちづくり条例の中で定めることができるというふ

うに規定されておりますので、恐らくこれについて知らない住民の方が

すごくたくさんいらっしゃるんですね。 

 私どもとしては、今後はそういったことが皆さんで提案できるんです

よというようなことをご案内したりですとか、地区計画策定する場合の

支援ですとか、そういったところを今後考えていきたいなというふうに

思っております。 

 以上です。 

会長  ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

 地区計画の話も、私の記憶になるんですけれども、やっぱり二十数年

前ぐらいから、容積緩和というものが至るところで圧力があって、やっ

ぱりおっしゃるような問題が顕在化した時に、緩和を単にするんじゃな

くて、やっぱり住民の合意形成を前提とする地区計画ということでやる

んであれば、ある緩和もあるよねということの考え方を予定したもの

で、すぐには合意形成は難しいですけど、考え方は非常にいい考え方だ

と思いますね。 

 諸外国、例えば、ドイツのＢプランのように地区計画を原則にような

都市計画の前提には、日本の都市計画は立っていないので、用途地域が

一定基準以内であればいいという制限になっていますから、こういうこ

とをベースとするというのは、非常にまちづくりにとってはいいことな

のかなと。ちょっと前に敷地の細分化が世の中で顕在化したときには、

敷地の最低限度を定めることをもって、地区計画に代えて容積緩和して

もいいよみたいな運用をしたこともあるんですけれども、今回それは書

いていないんですが、地区計画を原則にするというのは、非常にまちづ

くりとしては、緩和する場合にはこれで抑える、住環境を守るというと

いうことをセットでやるということになり、その場合は緩和してもいい

よということになるので、いい方向を継続しているのかなというふうに

思います。 

 そのほか何かありますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、以上ということで終了します。 

 案件は以上となります。 
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  その他、事務局から連絡事項があればお願いいたします。 

事務局  事務局から２点ご連絡をさせていただきます。 

 １点目でございます。本日の議事録につきましては、議事録案を作成

次第送らせていただきます。ご確認をお願いいたします。 

 ２点目です。次回の都市計画審議会につきましては、来年度を予定し

ております。日程等決まりましたら、別途皆様にご連絡をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

会長  ありがとうございます。 

 それでは、これで令和６年度第１回武蔵野市都市計画審議会を閉会し

ます。 

 お疲れさまでした。 


